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先着400件！
　（構浜市全鯵）

　横浜市及び南区役所では、家具転倒防止対策の取組を支援するため、転倒防

止器具の　り・けの　　　　■及び器具の璽入豊81⌒劃堕しますご

口 全が下記の1～6のいれかでること
①旦歳以上

②身体障害者手帳の交付を受けている

③愛の手帳（療育手帳）の交付を受けている

’④精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている

　⑤介護保険法による要介護、又は要支援の認定を受けている

　⑥中学生以下
※「中学を卒業した方」から「64歳以下の方」がいる世帯にっいては②～⑤に該当しない限り、制度対象となりません。

【注意事項等】

●　事前調査及び取付作業はNPO法人横浜市まちづくりセンターが実施します。
●　取付員は作業に必要な器材を持参するため、車で訪問します。
●　調査・作業時は、申請者の立会いをお願いします。

●　初回訪問時に対象世帯であることを書類で確認するため、生年月日が分かる書類・障害者手
　　帳・介護保険証等をご用意ください。（写しの提出は不要です）

●　取付代行できる家具は2つまでとします。
●　ご自身でご用意いただいた転倒防止器具は取り付けできないことがあります。

●　過去にこの事業を利用して取り付けされた方は、再度お申し込みできません。

①顕混転倒防止暴具の取付代行【無料（家具2つ分まで）】（横浜市補助事業）

②家具転倒防止暴具の購入代金の補助（南区役所独自の補助事業）

　　⇒購入費用の2／3（補助額上限5200円）を補助。

　（「横浜市地震防災戦略における地震火災対策方針による重点対策地域及び対策地域」

　　にお住まいの方は、購入費用の9／10（補助額上限7，200円））

※②の購入代金の補助については、「｝PO法人横浜市まちづくりセンター」（横浜市の委託事業者）

　から購入し、同事業者が取付代行を行った器具に限ります。

　NPO法人横浜市まちづくりセンター　（受付時間：平日10時～16時）

　　　TEL：045－262－0667　FAX：045－315－4099



本紙付属の申請書を記入し、郵送で申し込み

ます。

※目覧をご覧の方嵐申口書をコピーして使用して

　いただくか、横浜1味ちつくリセンターへお電匿く

　端㌔
※記入漏れがないか必ず確認してください。

※記入を終えたら、チラシから切り取り申請書

　裏面の折り線に沿って封筒の形に折ります。

　最後にセロテープでしっかり止めて、郵便

　ポストへ投函してください。

横浜市ホームページを検索、または下記の

QRコニドから申込フォームにアクセスし、

必要事項を入力します。

横浜市　家具転倒防止対策

回　　”　　回

曇
回

←QRコードからも
申請できます。

NPO法人横浜市まちづくりセンター（045－262－0667）へお電話ください。

申請書（往復はがき）を送付します。内容を記入の上、ご返送ください。

受付時間：平日10時～16時（12時～13時を除く）

・ ①本紙付属の申請書を郵送、または②電子申請にてお申込みください。
※追加で申請書が必要な場合には、横浜市まちづくりセンターにお電話頂ければ送付いたし
ます。

遷 否

・ 申込内容をもとに、横浜市が利用可否を決定します。
・ 利用決定後、　「利用決定通知書」を郵送でお届けします。

・ 対象世帯でない場合は「利用却下通知書」が届きます。

＼
　　　・「利用決定通知書」が届いた後、NPO法人横浜市まちづくりセンターの担当取付員から
讃諏　　調査訪問日の日程調整のお電話をいたします。

．蒙竺 縮

・ 訪問した担当取付員が対象世帯であることを確認します。
・

家屋状態を確認し、ご相談の上、取付家具と転倒防止器具を決めます。・器具購入のご相談も承ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

＼ ・ 決めた家具に転倒防止器具を取り付けします。

　　　　　・器具購入を依頼された場合は、器具代金をお支払ください。また、購入代金の補助を受ける

・獅
匿㌘申請書を記入レ取付員に提出してくださし㌔（後日・区役所より補助金を振り込



第1号様式の2（第4条） （整理番号）

年　　月　　日

家具転倒防止器具取付申請書

（申請先）横浜市長

　横浜市家具転倒防止対策助成事業について、下記の同意事項に同意し、家具転倒防止器

具の取付けを申請します。




